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歴史から見たラテンアメリカのかたち : その 4 

－啓蒙思想を灯火に独立するも－ 

 渡邉利夫 ∗ 

【要旨】 ラテンアメリカの独立は 19 世紀初めにナポレオンのイベリア半島侵攻がきっか
けに始まった(但しフランス領ハイチはフランス革命が原因)。スペインで国王が退位されら
れると、イスパノアメリカ各地で「政務委員会」ができ、独立運動になった。運動はボリー
バル軍がカラカス、サン・マルティン軍がブエノス・アイレスから植民地体制の牙城である
ペルーを攻める形で進んだ。同じ頃イダルゴが独立の狼煙をあげたメキシコでは一旦挫折
するが、後にクリオーリョ層が主導する形で実現した。ブラジルの場合は、ポルトガルを占
領されて国王が避難してきたことで始まるという王室の分離方式であった。この稿でも国
際政治との脈絡で見る。ラテンアメリカとの貿易を考える英国はスペインの「摂政政府」を
助けながらも独立運動も支援し、米国は「モンロー宣言」を出して独立運動を助けた。 
 独立運動の思想的背景はフランス革命を起こした啓蒙思想であった。独立は 1800 年前後
に大西洋の両岸で起った革命と位置付けられているが、ラテンアメリカの場合、植民地時代
からの封建主義やカウディ―リョ主義が強く残り、独立してもすぐさまアメリカ合衆国の
ように自由な平等な市民による民主的な政治にならなかった。 
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運動、王室の分離で独立したブラジル、中途半端に終わった民主主義。 

 
∗ ラテンアメリカ・カリブ研究所上級研究員。1970 年外務省入省、スペインを皮切りに米
国、ブラジルを含むラテンアメリカ各国で勤務後、2010 年から 12 年まで在ボリビア日本国
大使。1986 年ジョンズ・ホプキンス高等国際問題大学院(SAIS)留学。退官後南山大学など
で非常勤講師。現在は先行研究に照らして現地で見聞した知識を整理する仕事をしている。
本稿で示された見解は著者個人のものであり、ラテンアメリカ協会の見解を反映するもの
ではない。正確を期したが、誤りがあれば筆者の責に帰す。 



1 
 

はじめに 

 
 ラテンアメリカの独立は 19 世紀初めに
起った。この独立をもってラテンアメリカ
の近代史が始まる。契機となったのは、1808
年 3 月にナポレオン軍がマドリッドに入城
し、カルロス四世(治 1788-08)とその長子
のフェルナンド七世(治 1808 および 1813-
33)が退位させられたことである。その時ス
ペインの民衆は「中央評議会」を作り抵抗運
動を始めるが、1810 年 1月にそれを引き継
いだカディスの「摂政政府」が人民を代表し
ていないとして、植民地側はその合法性に
疑問をもち、カラカス(1810 年 4 月)、ブエ
ノス・アイレス(5 月)、ボゴタ(7 月)、サン
チアゴ・デ・チレ(9月)、キト(9 月)などで
「政務委員会」を開き独立運動を始めた。メ
キシコでは 1810 年 9 月に司祭のミゲル・
イダルゴが先住民を集めてスペイン人に対
する反乱を呼び掛けた。「カディス議会」は、
植民地にとって不公平な議席配分で自治な
どの要求を認めなかったばかりか、1813 年
にフェルナンド七世が絶対王政を復活させ
ると、議会の制定した憲法を無効とし、「ヌ
エバ・グラナダ副王領」に王党軍を派遣し、
失地回復を図ろうとした。こうした事態に
植民地側は本国に対する幻滅と反発を深め、
独立運動を本格化させた。 
ブラジルの場合は 1807 年のナポレオン

軍のポルトガル侵攻が独立の発端であった。
その時に国王一族はブラジルに避難した。
英軍の助けで本国を取り戻すと、ジョアン
六世(治 1816-1826)はリスボンに戻ったも
のの、ブラジルを再植民地化しようとした
ことから、残っていたドン・ペドロ王子が
1822 年に独立を宣言した。こうしてブラガ

ンサ王朝から分離という形で新帝国が誕生
した。 
日本の高等学校の世界史の教科書は、こ

うして始まったラテンアメリカの独立をど
のように説明しているか。それはアメリカ
合衆国の独立革命やフランス革命につづく
「環大西洋革命」の一環であり、植民地生ま
れのスペイン人であるクリオーリョがヨー
ロッパの啓蒙主義思想の影響の下で、ナシ
ョナリズムを背景に独立運動を始めたとし
ている(山田・鈴木 2022 p.iii)。本稿はこの
見方に対し実態がどうであったかを考える。 
 
1. 独立前のイスパノアメリカ 

 

保守的な知的環境 
植民地時代のイスパノアメリカでは、「新

大陸」の在来文化との融合が進むものの、キ
リスト教とスペイン文化が公式なものとさ
れ、本国から文物が輸入された。植民地に
は、1538 年に最初の大学であるサント・ト
マス・デ・アキノ大学がサント・ドミンゴ(ド
ミニカ共和国)に創設され、1551 年にはリ
マ(ペルー)のサン・マルコス大学およびメ
キシコ大学が創設されるなど、約 20の大学
が設立された。ポルトガル領ブラジルで大
学ができるのは独立後のことである。イギ
リス領の北米植民地には総合大学に近い教
育機関が 9 つあった。これらの大学は主に
クリオーリョのためのものであったが、修
道士が布教の目的もあってメスティソ(先
住民との混血)や先住民のために学校を作
った。スペイン語で『インカ皇統紀』(1609
年刊)を書いたガルシラソ・デ・ラ・ベガな
どの知識人も生まれた。このようにスペイ
ンが早くから学問を奨励していたのは注目
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されてよい。 
もっとも植民地で学問に向かう姿勢は独

創性に欠け、「新機軸を開いたりすることよ
りもむしろ、かぎられたテーマにますます
関心を払い、記憶し、言辞を弄することに主
眼がおかれた」(ギブソン 1981 p p.140-
141)。それでも 17 世紀になると優れた作家
も現れるようになり、本国人の価値観に対
する批判的な作品も現れた。しかしヨーロ
ッパの思想や運動のような自由主義的傾向
はなかった。概して社会一般に無関心で形
式主義であった。というのもスペインの植
民地体制の維持が基本で階級が固定化し保
守的な傾向が強かったからである。それで
も植民地時代末期になると、啓蒙思想の影
響を受けた人が出た。だが、当局は変化と名
のつくものすべてに疑惑の目をむけ、「革新
を避けよ」というのが、独立前夜までの思想
傾向であった(ギブソン 1981 p.143)。 

 
クリオーリョの不満 

ここで独立運動の背景になったクリオー
リョの不満について書く。植民地では本国
生まれのペニンスラールと現地生まれのク
リオーリョとの間で婚姻などにより融合が
進んでいたとはいえ、少なからず対立があ
った。本国は、植民を始めた当初より「新大
陸」が地理的に遠くて目が届かず、現地が勝
手なことをするのではないかとの懸念を持
ち、行政や教会の上位ポストにはペニンス
ラールを就けた。彼らは、自分たちの方がク
リオーリョよりも上であると自負していた。
クリオーリョは本国出身ということだけで
特権意識をひけらかすペニンスラールに対
し反感を持ち、陰で “ガチュピン”とか、“チ
ャペトン”とか蔑称で呼んでいた。 

クリオーリョは、スペインの君主体制、カ
トリック教会、植民地統治を受け入れてい
たものの、官僚の腐敗や自由な通商の禁止、
過度な鉱業重視、製造業の禁止などに不満
を持っていた。クリオーリョは土地を所有
したり、鉱山を経営したり、商売などで蓄財
した。行政機関のポストを買い、社会的ステ
ータスの上昇を試みる者もいた。ところが
1750 年に本国の財務相エンセナダ侯爵が
中央集権化を進めるために、クリオーリョ
の政治的進出を制限し、行政と教会のポス
トにペニンスラールを多く任命するように
なると、行政組織や教会の中での栄達が限
られ、不満を持った。 
スペインにとって植民地は金のなる木で

あった。例えば豊かなメキシコの 1712 年の
消費税「アルカバラ」の収入が年 300 万ペ
ソであったものが、世紀末には 1400 万ペソ
になり、その内 600 万ペソを本国に吸い上
げた(Lynch 1985 p.12)。他方植民地では、
1650 年頃を境に人口の減少が止まり、工業
の振興や域外への自由な輸出を求めていた。
これに対し本国は 1800 年と翌年の王令で
植民地に本国の産業を害するような工場を
作ることを禁止したので不満を募らせた
(Lynch 1985 p.19)。また 1765 年から 1789
年にかけてスペインは通商の玄関口であっ
たカディス港に加えて 13 の港と植民地の
21港との間で貿易、植民地間の通商を認め
たが、それは植民地側が一次産品を輸出し、
工業製品を輸入するという、本国経済を利
することを目的とした。1793 年にスペイン
はフランス革命軍の侵攻を受け、1796 年 8
月の「サン・イルデフォンソ条約」によって
フランスと講和したが、今度は英国と敵対
した。するとカディス港が英国によって封
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鎖され植民地との通商ができず、困ったス
ペインは翌年 11月に「王令」で米国など中
立国に植民地との貿易を開放した。それも
ヨーロッパに平和がくると、独占制度に戻
した。 

 
先住民の反乱 

この時代に新世界の科学的探検をしたア
レクサンダー・フォン・フンボルトによる
と、植民地時代末期の「ベネズエラ総督領」
の人口 82 万のうち、白人は 20 万、先住民
は 12 万、混血 40 万、黒人 10 万で(神代 
2001 p.37)、非白人系の住民の方が多かった。
また「ヌエバ・エスパニャ副王領」でも人口
680 万のうち 370 万以上が先住民であった
(フンボルト 2003 p.281)。「ペルー副王領」
では 111 万人の人口(1795 年)のうち、白人
は 12 パーセントを占めるだけで、先住民は
58パーセントであった(Lynch 1985 p.31)。
そうした中で、ブルボン王朝は国庫収入を
増やすために 18 世紀後半に植民地に地方
官吏の「インテンデンテ」を派遣するなど中
央集権化を進め、タバコ、酒、火薬、塩など
に国の独占販売を広げた。また消費税であ
る「アルカバラ」を様々な商品にかけたばか
りか、時には4-6パーセントに引き上げた。
こうして先住民は過重な課税、「レパルティ
ミエント」とよばれる強制的な押し付け販
売、「ミタ」と呼ばれる鉱山での過酷な強制
労働によって不満を強めた。 
その結果独占的なギブスコア会社に対す

 
1 叛乱を起こした人々が「コムニダ」、つまりコミュニティ(共同組織)を作ったので、「コムネロス」(共
同組織の人々)の乱と呼ばれている。 
2 この二人とはホセ・レナルド・チリーノとホセ・カリダ・ゴンサレスで、カリブ海を周遊し、フランス
の思想やハイチの独立運動を学び、フランスの法、共和制、アルカバラ税の廃止などを要求した。 

る敵意が原因になってカラカスの大暴動
(1749-52)、キトの反乱(1765)、ペルーのト
ゥパック・アマルの乱(1780-82)、ボリビア
のトマス・カタリの乱(1781)、「ヌエバ・グ
ラナダ副王領」のソコロで「コムネロス」1

の反乱(1781)などが起こった。もっともこ
れらは民衆暴動であって独立運動ではない。
最大の事件が、トゥパック・アマルの反乱で
あったが、彼は布告の中で、「paisanos とか
compatriotas(土地の仲間よ)」と呼びかけ
(歴史学研究会 2008 pp.102-103)、独立には
触れていない。他方で 1806 年 8 月にベネ
ズエラの独立の先駆者であるミランダがベ
ネズエラを解放するためにラ・ベラ・デ・コ
ロに 2 回目の遠征を行った際は、住民の決
起を求めて“conciudadano(公民・市民)よ”
と呼びかけた。啓蒙思想の洗礼を受けた彼
には既に主権在民、自由という意識があっ
たのであろう。なお 1795 年にハイチの独立
運動に触発されてベネズエラのコロの町で
二人の自由黒人 2が起こした乱は、奴隷解放
や共和制の樹立を目指していた。 
これらの反乱はいずれもクリオーリョが

体制側についたことから収束に向かう。体
制側についたのは、日頃ペニンスラールが
自分達を守ってくれるかどうか疑念を抱き
ながらも、先住民、黒人の反乱勃発で自分達
の利益が損なわれることを知っていたから
である。結局反乱が起こった場合頼りにな
るのは植民地体制であった。それはインデ
ィアンを駆逐したアメリカ合衆国の独立に
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はない悩みであった。 
 
クリオーリョの“アメリカ人”としての意識 

植民地時代末期には、クリオーリョがペ
ニンスラールをはるかに上回った。フンボ
ルトによれば、1800 年頃のイスパノアメリ
カの人口は 1690 万人で、その内白人が 320
万人であった。その中でペニンスラールは
3 万人か、せいぜい 4 万人に届くかどうか
であった(Lynch 1985 p.26)。クリオーリョ
は、法の下には一応平等であるにもかかわ
らず「よそ者」のように不当な扱いを受けて
いるとして不満を持っていた。そこで次第
に彼らはスペインとは祖国を異にする“ア
メリカ人”であるとの意識を持つようにな
った。この“アメリカ人”という意識は、交通
困難、地理的多様性にもかかわらず、「新大
陸」が広くスペインの植民地であったこと
から生まれたものである。「ヌエバ・エスパ
ニャ副王領」を旅したフンボルトは、「地元
民はクリオーリョという名称よりもアメリ
カ人という方を好む」と書いているが、その
傾向はアメリカ独立革命の講和条約以来一
層強まった(歴史学研究会 2008 p.197)。こ
の“アメリカ人”としての意識は、一種のナ
ショナリズムの萌芽といえなくもないが、
ヨーロッパの啓蒙主義の影響から芽生えた
もので、政治的ナショナリズムというより
は文化的意味で使われていた。ラテンアメ
リカで政治的ナショナリズムが生まれるの
は、独立後の 19 世紀になってからである
(Davis 1972 p.40)。 
 
2. ヨーロッパからきた啓蒙主義の波 

 

18 世紀は啓蒙主義の時代 

17-18世紀のヨーロッパで、経済・産業の
発展、生活環境の改善に伴う人口の増加、自
然科学の発達、産業革命などにより大きな
社会変動が起こった。そうした時には新し
い時代に合った発展や幸福を求める価値観
や思想が生まれるものである。その新しい
思想がイギリス、フランスで開花した啓蒙
主義である。啓蒙主義者は、イギリスの哲学
者フランシス・ベーコン(1561-1626)が科学
による人類の救済、近代思想の父と呼ばれ
るフランスのルネ・デカルト(1596-1650)が
理性による思考の普遍性と不変性、キリス
ト教のくびきからの解放、ジョン・ロック
(1632-1704)が経験に基づく知識と科学を
頼りに人類と社会の発展を唱えた。この動
きが非合理的なアンシャン・レジ―ムとし
ての絶対主義王政、キリスト教教会を批判
し、大衆を啓蒙化して社会の変革を促すこ
とになった。 
政治理論では、『社会契約論』を書いたジ

ャン・ジャック・ルソー(1712-1778)が、貴
族が特権を享受する古い社会を批判し、人
が生まれながらに持つ自明の理である自然
権として自由平等、人民主権・共和主義、ヴ
ォルテール(1694-1778)が中央集権的な啓
蒙王政主義、モンテスキュー(1689-1755)が
『法の精神』で執行権を持つ政府、人民の意
思を代表する議会、公正な司法が相互にけ
ん制し合う三権分立、法の支配という議会
主義的君主政を提唱した。啓蒙思想はドニ・
ディドロ(1713-1784)が 1750年代に新しい
知識を載せて刊行し始めた『百科全書』によ
ってフランスで広まり、行商人や下級聖職
者を通じ民衆の中にまで浸透した。こうし
て彼らはこれらの原則の下で新しい立憲主
義国家を築こうとした。ちなみに 1789 年に
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フランス革命が始まる頃には自分の役目は
終わったかとばかりに、これらのフィロゾ
フ達は社会から退場した。 

 
イスパノアメリカに打ち寄せた啓蒙主義の波 

 18世紀にフランスで啓蒙思想が風靡する
中で、イスパノアメリカは依然として保守
的な社会であった。スペイン本国は教会を
通じ書籍一般の輸入・流通および読むこと
を検閲した。王制や法律に対する敬意やカ
トリックの教義に反する書籍を出すことは
処罰の対象であった。それでもこの地域は
ヨーロッパとの交流が盛んで、教育を握っ
ていたイエズス会の修道院や大学、ヨーロ
ッパに渡った上流階級の人々によって啓蒙
主義の思想が植民地にもたらされた(Davis 
1972 pp.27-29)。 
最初に啓蒙主義の影響を受けたのは知識

人たちであった。元イエズス会員で、カルロ
ス三世(治 1716-1788)によってペルーから
追放され、イタリア、ロンドンなどに住み、
『イスパノアメリカ人への手紙』を書いた
フアン・パブロ・ビスカルド・イ・グスマン
(1748-1798)、ベネズエラの独立の「先駆者」
でアメリカ合衆国の独立戦争に従軍した経
験を持ち、パリの凱旋門にその名が刻まれ
ているフランシスコ・デ・ミランダ(1750-
1816)、「ラテンアメリカ独立の父」と呼ば
れたシモン・ボリーバル(1783-1830)、メキ
シコで最初に独立ののろしを掲げたミゲ
ル・イダルゴ(1753-1811)、ヌエバ・グラナ
ダの裕福な家庭の生まれで、フランスの『人
権宣言』をスペイン語に翻訳し配布したア
ントニオ・ナリーニョ(1765-1823)らである。
これらの解放者の中でも傑出していたのが
シモン・ボリーバルで、彼は軍人であるばか

りでなく、1819 年の「アンゴストゥラ憲法」、
1826 年のボリビア憲法を起草するなど政
治家であった。 
当時スペインはまだ伝統的社会制度が根

強く、経済的にイギリス、フランスの後塵を
拝していたことから、体制を維持し中央集
権化を強めようとしていた。啓蒙主義思想
の波が及んでも、その考え方は、啓蒙主義専
制君主のロシアのエカテリーナ二世やプロ
イセンのフリードリッヒ二世などのように
“全ては民衆のために、しかし民衆の参加な
しに”(アスティゲタ No.35 2000 p.60)とい
うものであった。つまり啓蒙思想をベーコ
ン以来の経験主義、近代化、新しい自然科
学、無知に対する科学技術の勝利、進歩のた
めのイデオロギーという「上からの近代化」
の意味で使っていた(Lynch 1985 p.42)。 
本国がこのような状況であったから、植

民地のイスパノアメリカはブルボン王朝へ
の信頼や伝統的なキリスト教信仰の封建的
な考え方が支配的なままであった。従って
啓蒙主義が一般国民を啓蒙し、彼らを革命
(この場合は独立)に駆り立てることはなか
った。啓蒙主義、特にルソーの政治思想が植
民地に大きな影響をもたらすようになった
のは独立運動が始まってからである(Davis 
1972 p.35)。 
 
3. 独立戦争の経緯 

 

ナポレオンがイベリア半島に侵攻 

啓蒙主義やアメリカ合衆国の独立、フラ
ンス革命によって植民地で政治意識の高ま
りがあったとしても、これらは独立運動の
直接のきっかけではなかった。フランス革
命から 1810 年に独立運動が始まるまでに
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20年余のタイムラグがある。それでは契機
になったのは何か。 

1889年にフランス革命が始まって、国内
で諸派の争いを対外関係に向けさせるため
に革命の輸出とネーデルラントへの侵攻が
始まると、1793 年 2月に第一次対仏大同盟
が結成された。この同盟に参加したスペイ
ンは 1794 年にフランス軍の侵攻を受け、カ
ルロス四世とゴドイ宰相はフランスとの和
平に転じた。1798 年に第二次対仏大同盟が
結成され、エジプト遠征より急遽帰国した
ナポレオンは、1899 年 11 月にクーデタを
起こし第一統領になった(1802年終身統領、
04年世襲皇帝)。ナポレオンはフランス工業
の保護・育成のためにイギリス商品が大陸
へと入ってくるのを阻止しようと、1806 年
11月に英国船がヨーロッパ大陸の港に入港
することを禁止する「ベルリン勅令」を出し
た。1805 年に「トラファルガー沖の海戦」
で艦隊の大半を失いイギリスに侵攻できな
かったからである。その大陸封鎖の破れを
ふさぐためにイギリスと友好関係にあるポ
ルトガルを 1807 年 10月に攻めたばかりか、
スペインを支配下におこうとミュラ軍を使
って 1808年 3 月にマドリッドを占領した。
フェルナンド七世を退位させ、カルロス四
世に王位を一旦返還させた後、1808 年 6月
に兄のホセ一世(治 1808-1813)を王に据え
た。これが独立運動の始まる契機であった。 

 
立ち上がる植民地 

この事態の展開にスペインの民衆はアラ
 

3 国王が譲位すると、主権は共同体に返されるというのが古来スペインの伝統であった。ナポレオンが侵
攻した時にスペインではこの思想から「中央評議会」が民衆の抵抗の拠点となった。評議会はナポレオン
軍に追い詰められてカディスに逃れた。権力を引き継いだ「摂政政府」は、人民によって選らばれたもの
ではなかったことから、その合法性に疑問があった。 

ンフェスに設立された「中央評議会」の下で
抵抗運動を始めた。植民地のクリオーリョ
はその動きに一喜一憂した。「中央評議会」
は次第にスペイン南部のカディス港に追い
詰められていく。当初は植民地の人々もフ
ェルナンド七世に対する忠誠心を示してい
たが、その気持ちは次第に独立に傾いてい
く。1810年 1月にカディスで「中央評議会」
が「摂政政府」になると、日頃からスペイン
統治に不満を募らせていたクリオーリョは、
その成立の仕方がおかしいと異を唱え 3、各
地で「政務委員会」を立ち上げた。各地に
「政務委員会」ができたのは、後にイスパノ
アメリカが複数の国として誕生するのを予
感させる。主要な拠点は「ヌエバ・エスパニ
ャ副王領」のメキシコ、「ベネズエラ軍事総
監領」のカラカス、「リオ・デ・ラ・プラタ
副王領」のブエノス・アイレスであった。そ
して南米大陸の独立闘争は、独立軍がカラ
カスとブエノス・アイレスからスペイン植
民地体制の牙城である「ペルー副王領」へと
攻め上る形で進んだ。 

 
各地の独立運動 

まず南米北部の独立運動の拠点になった
カラカスである。この地域は貴金属を産出
しなかったために長くスペイン本国にすれ
ば辺境の地であった。それでも 18世紀にカ
カオとタバコ、コーヒー、砂糖、綿花生産な
どで繁栄するようになり、1777 年に「ベネ
ズエラ軍事総監領」になった。カリブ海の英
国、フランス、オランダ領に近いこともあっ



7 
 

てヨーロッパの思想的影響を受けた。ベネ
ズエラ独立の「先駆者」と呼ばれるフランシ
スコ・ミランダは、アメリカ合衆国の独立戦
争に参加した経験を持ち、1806 年 4月にプ
エルト・カベ―リョに侵攻したが、撃退され
た。「摂政政府」が樹立されると、カラカス
市の有力者たちはその権威を認めず、1810
年 4 月にナポレオン寄りの軍事総監を追い
出し、「ベネズエラ諸州でフェルナンド七世
の権利を守る最高評議会」と呼ばれる「政務
委員会」を設置した。「カディス議会」が植
民地からも代表を送るようにとの通知が届
くと、カラカスの大聖堂で開かれた「国民議
会」はミランダ等の急進派の「愛国者協会」
の声に押されて、1811年 7 月に独立を宣言
し、12 月にはイスパノアメリカで初の「ベ
ネズエラ諸州連邦憲法」を制定した。しかし
フェルナンド七世が復位すると王党派が勢
いを増し、この最初の「ベネズエラアメリカ
連邦」も 1 年余しか続かなかった。その後
は 1813 年 8 月にカラカスを取り戻したシ
モン・ボリーバルが中心になって南米北部
の 3 ヶ国、ペルー、ボリビアの解放闘争を
進めた。 
 次にアルゼンチンのブエノス・アイレス
の動きである。ここも植民地時代は長く遅
れた地域であった。やっと 17 世紀からボリ
ビアからの銀とヨーロッパとの密貿易、18
世紀半ばからは大草原パンパで生産される
牛皮で栄えるようになる。その結果 1776 年
に「リオ・デ・ラ・プラタ副王領」が置かれ
た。まだ独立運動が始まる前のことではあ
るが、1806 年 6月にイギリスの南アフリカ
遠征軍がブエノス・アイレスに侵攻すると
いう事件を起こした。その時はソブレモン
テ副王が内陸に逃れたのに対し、サンティ

アゴ・デ・リニエルスに率いられたクリオー
リョが英国軍を撃退し、住民に大きな自信
を与えた。1810 年 5月にスペインで「中央
評議会」から「摂政政府」に代わったとの報
を受けると、人民によって選出されていな
い「摂政政府」を認知しないとする立場をと
った。市の有力者達は「公開市参事会」を開
催し、「フェルナンド七世の名においてリ
オ・デ・ラ・プラタを統治する臨時評議会」
を樹立し、シスネロス副王を辞任させた
(「五月革命」)。もっとも「フェルナンド七
世の名において」という言葉は、すぐに削除
された。その後ホセ・デ・サン・マルティン
将軍が独立闘争の中心になり、南米南部、チ
リ、「ペルー副王領」を解放する。ブエノス・
アイレスは 1816 年 7 月にトゥクマン市で
独立宣言を発し、1819 年 4 月に「南アメリ
カ諸州連邦憲法」を制定した。ちなみに「リ
オ・デ・ラ・プラタ副王領」であった地域は
地域間の対立から一つの国としてまとまる
ことができず、南アメリカ諸州連邦(アルゼ
ンチンのこと)、パラグアイ、ウルグアイの
3 カ国になる。 
 メキシコの独立の場合は少し様相が異な
る。1808 年 3 月にフェルナンド七世が退位
させられると、6 月にその一報が「ヌエバ・
エスパニャ副王領」に届き、開かれた「市参
事会」はフェルナンド七世に対する忠誠を
誓うだけに終わった。そうした中で中部グ
アナファト地方のドローレス村の司祭ミゲ
ル・イダルゴが独立の謀議が露見したとの
知らせで、急遽 1810 年 9 月に独立を呼び
掛ける「ドローレスの叫び」をあげた。その
時司祭は、副王領の高官たちが王国を無神
論のフランスに売り渡そうとしており、自
分の利益しか考えず、邪悪な“ガチュピン”
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の支配を終わらせ、自分たちの議会を立ち
上げようと叫んだ。彼に率いられた農民ら
の軍はメキシコ市に向けて進軍するが、規
律が乱れ、やがて副王軍によって鎮圧され
た。その後は、彼がミチョアカン州の首府バ
リャドリ(現在のモレリア)でサン・ニコラ
ス学校の総長を務めた時の教え子であるホ
セ・マリア・モレロスがその後を引き継ぎ、
南部でゲリラ戦を続けた。そして 1813 年
11 月に「国民議会」が「北アメリカ独立宣
言」を採択し、1814 年 10 月に「アパチン
ガン憲法」を公布した。ところが彼は副王軍
によって捕らえられ 1815年 12 月に銃殺さ
れた。メキシコが最終的に独立するのは、ク
リオーリョ層が自治を求めたにもかかわら
ず、本国の認めるところとならず、副王軍の
大佐であったアグスティン・デ・イトゥルビ
デが 1821 年 2 月に「イグアラ計画」を発表
し、同年 9 月に独立を宣言するなど、クリ
オーリョ層が独立に舵を切った時からであ
る 4。 
 
独立運動をまとめると 

このような植民地の独立に向けての蜂起
とその後の経緯をみてみると、スペイン領
アメリカの独立運動は、①クリオーリョが
スペインに対する不満を高める中で、ナポ
レオン軍のスペイン侵攻によって国王が譲
位させられるという政治変動がきっかけに
なったこと、➁エクアドルでは 1809 年 8 月

 
4 砂糖を輸出して「カリブの真珠」といわれたフランス領ハイチの独立については、1789 年 7 月フラン
ス革命が始まり、8 月に議会が「人権宣言」を採択するが、そこに黒人奴隷は含まれていなかった。そこ
でそれを不満に思うトゥサン・ルヴェルチュールが 1791 年 8 月に奴隷の解放をめざして暴動を起こし
た。ところが 1799 年 12 月に第一執政となったナポレオンは革命が終わったとして奴隷制の復活する方
針を打ち出すと、暴動は独立運動に発展し、1803 年 11 月に独立を宣言した。ラテンアメリカで最初の独
立国である。 

に地域の統合自立を目指す「最高政務委員
会」ができたものの、本格的な独立運動始ま
るのは、カラカス、ブエノス・アイレスで
1810 年の「摂政政府」の樹立、もう少し詳
しく述べると、国王が不在になった場合権
力は国王から「共同体」に返されるという伝
統がスペインにあって(中川 2000 pp.78-
79)、植民地側は「摂政政府」が人民を代表
していないとみて「政務委員会」を立ち上げ
たこと、③(司祭のイダルゴ、モレロスが独
立に向けて反乱を起こしたメキシコのケー
スを除いて)独立運動はクリオーリョが主
体になって進められたこと、➃本格的な独
立戦争になったのは「カディス議会」で植民
地の議席数が不当に差別され、自治も認め
てもらえず、1814 年にフェルナンド七世が
スペインに戻って 5 月に王令で「カディス
議会」と 1812 年憲法を無効とし、軍を使っ
て植民地体制の復活をしようとしてからで
あった。 

 

4. 国際政治のなかの独立運動 

 
次に独立運動と国際政治との脈絡につい

て述べる。独立に向けての軍事闘争は現地
で行われたが、彼らが気を配ったのが国際
社会の一員として国家承認を得ることであ
った。ヨーロッパはナポレオン戦争で混乱
していたが、植民地が独立すれば貿易を自
由にできるようになることからこれを歓迎
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した。しかし問題はスペインの立場にも配
慮しなければならないことであった。独立
運動との関係で特に影響力を持っていたの
が英、米であった。他のヨーロッパ諸国が独
立運動にどのように係わったかについても
視野に入れつつ説明する。 

 
独立運動を巡る英国の態度と駆け引き 

[ 英国の「新大陸」への関心は貿易 ]英
国は、「新大陸」がスペインの植民地であっ
た時代からアフリカの奴隷、北米のタバコ、
カリブ海の砂糖などの貿易を大きく伸ばし
ていた。これが所謂「イギリス商業革命」で
ある。その後事情が変わったのは、産業革命
(1760-1830 年)で工業生産力を飛躍的に伸
ばしたことである。北米で綿花の栽培が始
まり、綿織物業がめざましい勢いで成長し、
ヨーロッパ、東アジア向けに輸出されたの
もこの頃である。それにつれて食料・原料の
供給地、製品の市場を確保する必要がでて
きた。時代は政治的領有で通商を独占し富
を生み出す重商主義から自由な貿易の時代
に移行しつつあった。 

[ スペインの「摂政政府」を支援する英
国 ] 1810 年からイスパノアメリカで独立
運動が始まる。その時英国にとってヨーロ
ッパでナポレオンの脅威に備えるのが喫緊
の課題であった。そこで英国はスペインの
「中央評議会」と軍事同盟を結んで、ナポレ
オンに対抗しようとし、1809 年 7月にポル
トガルで戦っていたアーサー・ウェルズリ
ー(1812年にウェリントン卿)をスペインに
転戦させた。翌年 1 月にカディスで「摂政
政府」が樹立されるとこれを支援し、1812
年 8 月にウェルズリーの軍はマドリッドを
占領した。このような状況から英国として

は植民地側から独立の支援を求められても、
「摂政政府」の意を斟酌して公然とは独立
軍側を支援できなかった。 
その一方で英国は、ナポレオンの「大陸封

鎖令」により大陸市場と米英戦争(1812-14)
によって北米市場を失ったのは大きな痛手
で、将来ラテンアメリカ市場が重要になる
ことはよくわかっていた。もっとも軍事力
を行使してまで植民地にする気はなかった
(Kaufmann 1967 p.53)。「摂政政府」にとっ
て英国の支援が存立の生命線であるにもか
かわらず、「カディス議会」はラテンアメリ
カとの自由な貿易を認めなかった
(Costeloe 1986 pp.129-130)。そこで英国は
「摂政政府」に対して貿易が許されること
を条件に 1811 年 5 月にウェルズリーを介
して和平の仲介を申し出た。斡旋は翌年に
かけて行われたものの、「摂政政府」が力づ
くでも植民地の回復を考えていたことや貿
易の独占を放棄したくないカディスの商人
が和平交渉に色々な難癖をつけたことから、
英国も斡旋を諦めざるを得なかった
(Costeloe1986 pp.195-200)。その一方で英
国は、フランス、米国、ロシアなどがイスパ
ノアメリカの独立の動きに干渉したり、植
民地化したりすることには断固反対であっ
た(Miller 1993 p.38)。独立運動をスペイン
と独立軍との間の問題に留めておきたかっ
た。 

[ ナポレオンの没落 ]ロシアのアレク
サンドル一世(治 1801-1825)は、1805 年の
「第三次対仏同盟」に参加してナポレオン
と戦ったものの、1805 年 12 月のアウステ
ルリッツの「三帝会戦」で大敗北した。そこ
で 1807年 7月の「ティルジットの和約」に
よってナポレオンの大陸封鎖に加わった。
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それはロシアにとって英国商人を介して貿
易ができなくなることを意味し、ロシア国
内で砂糖などの物価騰貴や税収源やルーブ
ル貨の下落を招いた(Bartley 1978 pp.31-
35)。そこで皇帝は「大陸封鎖令」に反して
中立国の船舶に自国の港を開放するなど
英・スペインに接近した。それが英国との同
盟関係に発展する(Bartley 1978 p.100)。す
るとナポレオンはそれに憤り、1812 年 6月
にモスクワ遠征に乗り出した。しかしロシ
ア側がこの「祖国戦争」でモスクワの町を焼
いて退いたことから、冬将軍を前にナポレ
オンは撤退せざるを得なかった。そして
1813 年 10 月のライプチヒの戦いで対仏大
同盟軍に敗北した。1814年 4月に退位させ
られ、地中海のエルバ島に流された。一度は
フランスに戻ったものの 1815 年 6 月のワ
ーテルローの会戦でウェリントンが率いる
連合軍に敗れて大西洋の孤島英領セント・
ヘレナに流罪となった。 

[「ウィーン体制」時代の英国 ]ナポレオ
ンが政治の舞台から退出し、新しい国際秩
序を確立するために開催された「ウィーン
会議(1814-1815)」は、ヨーロッパをフラン
ス革命以前の状況に戻すという「正統主義」
が原則となった。スペインではフェルナン
ド七世がマドリッドに戻りブルボン王朝が
復活し、独立運動を巡る国際政治も転機を
迎えた。 
その時英国は、大西洋の制海権を握って

いるという有利な立場であった上に、ナポ
レオンの脅威がなくなったことから、独立
派との関係構築に乗り出しても良さそうな
ものだが、英外相のカースルレーは、フェル
ナンド七世が再植民地化に執着しており、
フランス、ロシア、中欧との勢力均衡に配慮

しながらヨーロッパの平和を保つことを優
先した(Kaufmann 1967 p.78)。そして 1814
年 7 及び 8 月にはスペインとの間でラテン
アメリカとの貿易制限が緩和される場合に
は英国を好待遇するコミットと引き換えに、
独立派に武器を供与しないことを約束し、
同盟関係を更新する条約に署名した
(Costeloe 1986 p.200)。 

[「新大陸」との関係を重視し始める英
国 ]ところが 1816年にブエノス・アイレス
は「南アメリカ諸州連合」の独立を宣言し、
同じ年にボリーバルがベネズエラで独立運
動を再開すると、軍事バランスは次第に独
立軍側に有利に展開し始めた。このような
中でカースルレーは、いつまでもスペイン
が貿易の自由を認めないことに対する不満
から、公然と独立軍寄りの姿勢をとること
は控えたものの、貿易の促進には独立を認
めるのが最善の道であると考えた。その一
方でフェルナンド七世がロシアのアレクサ
ンドル一世を頼りにし始めたので、カース
ルレーは 1817 年 8 月に貿易自由化等の条
件が満たされなければ、国際社会が仲介に
乗り出すことに賛成できないとの「秘密メ
モ」を送付して大陸諸国がスペインを支援
することを牽制した(Costeloe 1986 p.207)。 
フランスから占領軍の撤兵問題を話し合

うために 1818 年 9 月に「エクス=ラ=シャ
ペル会議」が開催された。この会議からフラ
ンスも「五国同盟」の一員になることを認め
られたが、カースルレーは、この会議でスペ
インからの働きかけを受けたアレクサンデ
ル一世がフランスと図って武力や経済制裁
を使ってでもスペインの植民地回復を助け
ようとしたので、これに強硬に反対しこれ
を阻止した(Bartley 1978 pp.120 & 128-
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129)。他方で会議に招聘されなかったフェ
ルナンド七世は、1818 年秋に列強に斡旋を
求める方針から、ヨーロッパ諸国の支援が
なくとも軍事力による植民地回復をするタ
カ派路線をとる決断をし、ラ・プラタ地域に
遠征軍を派遣する準備を始めた。 

[ 独立軍が優勢になりカニングは独立
の承認へ舵 ]この頃から英国は、国内世論
の高まりもあって独立軍寄りの態度をとる
ようになり、国内の資本家と独立軍の間で
行われた水面下の借款交渉やボリーバル等
が英国とアイルランドで軍人をリクルート
し武器・弾薬を調達したり、1818 年に T. コ
クランがチリの独立運動に参加したりして
も見て見ぬふりをした。 
この状況下で 1820 年 1 月にカディスの

南米遠征軍内で反乱が起こった。これが引
き金になって、スペインで自由主義・立憲派
の政府が誕生した。しかしこの政府も植民
地の独立を認めることには反対の立場で、
ヨーロッパ列強に国家承認と受け取られる
ような政策をとらないように要請した。し
かし前年から独立の承認を考え始めていた
カースルレーは、この頃軍事情勢が独立軍
側に決定的に有利になってきているとの判
断もあって、スペインにいつまでも国家承
認を待つわけにはいかないと伝達した
(Miller 1993 p.37)。そして国内の自由な貿
易を求める声に応え、1822 年 5月に南アメ
リカの国旗を掲揚した船舶が英国の港に入
るのを承認したばかりか (Waddell 1985 
p.210)、6 月に米国のモンロー大統領が「グ

 
5 この提案を受けると米国はその対応を検討する。他方カニングは、フェルナンド七世の再植民地化に対
するフランスの支援が杞憂であるとわかると、提案に対する関心を失っていた。ところが米国は英国が提
案する位だから反対することはなかろうと、1823 年 12 月に「モンロー宣言」(下記参照)を単独で宣明す
る。 

ラン・コロンビア」の外交使節を接見するな
ど国家承認をする動きを示すと、9 月に英
国外相となったジョージ・カニングは、独立
を支持する旗色を一層鮮明にした
(Kaufmann 1967 pp.138-139)。そして 1822
年 10 月から 11 月にイタリアで開催された
「ヴェローナ会議」で、英国代表のウェリン
トン公爵が独立を承認する時期になったと
述べるまでになった。これに対し各国はフ
ェルナド七世のアメリカ植民地領有を認め、
同国王が「新大陸」を諦めない限り独立を承
認するべきではないと主張した(Costeloe 
1986 p.214)。英国は「五国同盟」で孤立し、
実質的に同盟から抜けることになった。 

[ フランスの動きを懸念する英国 ］そ
の当時カニングが最も懸念したのはフラン
スの動きであった。「ヴェローナ会議」でウ
ェリントン公爵が反対したにもかかわらず、
フランスは同じブルボン家のよしみでフェ
ルナンド七世の絶対王政への復活を手助け
しようとスペインに干渉することを決めた
(Kaufmann 1967 pp.141-142)。フランスが
1823年 4月から 9月にスペインに派兵する
と、英国はフェルナンド七世の再植民地化
を手助けするのではないかと危惧した。そ
んなこともあって 1823 年 8 月にカニング
は、米国に共同でフランスが支援すること
に反対するという宣言を出すことを持ちか
けるが、10月にポリニャック駐英仏大使と
の会見でそれが杞憂に過ぎないことを確認
すると 5、カニングはラテンアメリカとの貿
易(全貿易額におけるシェアは 15%)を重視
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する方針に転換し、1824年初めに議会で国
家承認を検討中であると発言するまでにな
った(Waddell 1985 p.216)。 

[ 新生国家の承認 ]カニングは、その後
も一貫して「神聖同盟」諸国がスペインの植
民地の回復を支援することに反対の立場を
貫いた。1823 年 12 月にフェルナンド七世
が各国に軍事援助を要請しても(Kaufmann 
1967 p.169)、カニングが反対したことから、
結局「神聖同盟」諸国は動かなかった。そし
て 1824 年 12月にスペイン軍がアヤクチョ
の戦いで敗北し軍事的決着がつくと、英国
は米国よりは遅れたものの、1825 年 2 月に
ブエノス・アイレス、メキシコ、「グラン・
コンビア」の国家承認を決定した。 

  
独立運動とアメリカ合衆国 

[ 米国が抱えるスペインとの国境問
題 ]さて次はアメリカ合衆国と独立運動と
の関係である。英国の植民地であった北米
大陸東部 13州は 1776年 7月に独立を宣言
し、1783 年 9月の「パリ条約」によってミ
シシッピー河以東を領有し、「新大陸」で最
初の独立国になった。他方ラテンアメリカ
の独立の動きは 1810 年から本格化するが、
その時独立を達成していた米国国民は、同
じ植民地を経験した先輩国としてスペイン
領植民地の独立運動に同情的であった。独
立すれば自由に貿易が行えるようになるの
で、独立を支援するのが自然な流れであっ
た。またナポレオンの脅威に直面せず、欧州
の権力政治から遠いところにいたことで、
比較的自由にふるまえる立場にあった。 
しかし米国にはスペインとの関係悪化を

招く独立運動を支援できない事情があった。
それはスペインとの国境確定問題であった。

少し時間を遡って両国のこの問題を説明す
ると、独立間もない頃の 1795年 10 月に米
国はスペインとの間で「サン・ロレンソ条
約」によってミシシッピー河以東、北緯 31
度以北の領土を自国領とすることで合意し
た(Zorrilla 1965 p.14)。また 1803 年 4月に
トーマス・ジェファソン大統領はナポレオ
ンからミシシッピー河以西のルイジアナ地
方を 1500 万ドルで購入した。その結果米国
は、スペインの植民地「ヌエバ・エスパニア」
と国境を直接接することになり、境界線を
確定する問題が生じた。そこで 1806 年 11
月に両国はテキサスの東を流れるサビナス
河とオンド河の間を両国の中立地帯にする
ことで国境を画定した(Zorrilla 1965 p.34)。 
ところが領土的野心を持っていた米国は、

フロリダ半島に食指を伸ばし、ジェイムズ・
マディソン大統領がナポレオンの侵攻によ
るスペイン国内の混乱に乗じて、1810 年 10
月に北緯 31 度以南に位置するパール河と
ミシシッピー河までの西フロリダの軍事的
占領を容認し、1812年にこれを正式に併合
した(Newton 1991 pp.17-18)。東フロリダ
については「米英戦争」でスペインが英国側
に立ったことから、それを口実に 1813年に
ペルディド河(現在のフロリダとアラバマ
の州境)まで軍事占領した。こうして米は領
土を拡大していったが、次にフロリダ半島
を狙う米国としては、スペインとの間で軋
轢を起こしたくなかった。 

[ 独立軍側に好意を示す米国 ]1814 年
にナポレオンの失脚によってヨーロッパの
混乱が治まると、1814 年 12 月に「米英戦
争」を終結させたマディソン大統領は貿易
を促進したい思惑があって、英国に先んじ
て 1815 年 9 月にイスパノアメリカの臨時
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政府を交戦団体として認め、中立を宣言し
た(Whitaker 1962 p.194)。中立宣言を出せ
ば、独立派側が米国で武器弾薬を調達でき
るようになり、この決断は独立軍に有利で
あった。「神聖同盟」諸国との軋轢を招くこ
とから時期尚早という意見もあったが、大
統領にしてみれば、これが独立軍に対する
精一杯の支援であった。 

[ スペインとの国境問題が解決 ]他方
で国境画定問題の方は、ジェイムズ・モンロ
ー大統領が 1818 年の米英協約によって英
国との間で北緯 49 度線を境にウッズ湖か
らロッキー山脈まで国境を確定させた。そ
こから西の大西洋岸に至るオレゴン地方に
ついては 10 年間共同管理することで合意
した(共同領有のオレゴン地方が米国の単
独領有になるのは膨張主義者のポーク大統
領時代の 1846 年 6 月に「オレゴン条約」で
合意してから)。すると残された懸案はスペ
インとの問題だけで、これについては 1819
年 2 月にフェルナンド七世との間で「アダ
ムズ・オニス協定」を結び、フロリダ半島を
500 万ドルで獲得した。また同条約でスペ
イン領テキサスとの国境についてサビナス
河とし(牛島 2011 p.52)、そこを起点とし北
西に国境線を引き、北緯 42 度以北の太平洋
までのオレゴン地方を米領土にすることで
合意した。 
こうして米国は、1821 年に「ヌエバ・エ

スパニア」で独立運動が再燃する直前にス
ペインとの間で有利に境界を画定に成功し
た。フェルナンド七世は「アダムズ・オニス
協定」締結後も米国が中立政策を放棄し独
立を認めるのではないか懸念し、2 年間協
定の批准をためらったが、批准しなければ
米国は力づくでもフロリダ半島を占領する

かもしれないという懸念から (Newton 
1991 p.22)、1821年に批准書を交換した。 

[ 欧州諸国に先立ち新生国を承認 ]ス
ペインとの間で国境問題を解決したところ
に、1820 年 1 月にフェルナンド七世に対す
る自由主義者による政変が起こり、スペイ
ンが植民地に増兵できる可能性が小さくな
った。また現地で独立軍の軍事的優勢が一
層はっきりしたので、これ以上国家承認を
引き延ばせば、イスパノアメリカがヨーロ
ッパ側になびき貿易上の不利益を被ること
を懸念し、モンロー大統領は 1822 年 3 月
に「リオ・デ・ラ・プラタ諸州連合」、チリ、
ペルー、「グラン・コロンビア」、メキシコの
独立が承認できる段階にあるとして議会に
外交使節団派遣経費の予算承認を要請した
(Whitaker 1962 pp.373-374 )。また 1822 年
6月に最初の国として「グラン・コロンビア」
の外交使節と会い、また独立を承認した後
の 1824 年 10月には友好通商条約を署名し
た(Huck 1991 p.212)。隣国メキシコとの関
係では 1822 年 12月にイトゥルビデ皇帝か
ら派遣された公使と会見した (Whitaker 
1962 p.388)。更に米国は 1823年に「リオ・
デ・ラ・プラタ諸州連合」及びチリ、1824
年ブラジルを国家承認した(中嶋  2002 
p.143)。ペルーについては、1824 年 3月に
領事を派遣したが、国家承認したのは 12 月
にアヤクチョの戦いで副王軍が敗れ、ボリ
ーバルがカリャオに残っていた王党軍を掃
討した後の 1826 年のことであった。 

[ 名高い「モンロー宣言」]最後にアメリ
カ合州国が、イスパノアメリカ諸国が独立を
達成しようとしていた頃に「モンロー宣言」
を宣明したことにも触れておきたい。この宣
言は、1823年 12 月にモンロー大統領が議会
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宛年次教書の中で宣明したもので、その骨子
は、合衆国の建国以来の伝統的な政策として
ヨーロッパ諸国間の紛争及びその国内事情
に干渉しないことを述べると共に、アメリカ
大陸の独立した旧スペイン植民地に対する
ヨーロッパ諸国の干渉を合衆国への非友好
的意向の表明と見なす非干渉主義、アメリカ
大陸をもはや腐敗したヨーロッパの植民主
義の対象にはならないとするいわゆる非植
民地主義を内容としている。 
この宣言はアメリカ合衆国の強い道徳的

発想から生まれたものであるが、権利義務を
伴う条約ではなく強制力のない米国の一方
的な表明であった。19 世紀にできた米外交
の基本原則で、米国の太平洋岸に至る地域を
合衆国の領土に編入すべきであるという「マ
ニフェスト・デスティニイ」6の膨張主義と
表裏一体の関係にある。というのも、二つの
原則とも建国期以来の国是であるヨーロッ
パに対する「孤立主義」の伝統を共通項とし
て生まれたからである。その時ヨーロッパ大
陸諸国は米国が宣言を出すに至った裏には
英 国 が い る で あ ろ う と 噂 す る な ど
(Kaufmann 1967 p.166)、西半球に軍事干渉
するブレーキになった。ちなみにこの「モン
ロー主義」は時代とともに意味が変わり「孤

 
6 「マニフェスト・デスティニイ」、すなわち「明白な天明」とは、『デモクラティック・レビュー』誌の
編集者オ・サリヴァンが 1845 年の 7・8 号に載せた「併合」という題の論文の中で初めて使った言葉で
ある。その中でオ・サリヴァンは、「神によって与えられたこの大陸に我々が拡大するという明白な運命
の偉大さを・・・」と述べ、低い文化水準にあるアメリカ大陸の地域に対して、アメリカ人が今までつち
かってきた文化、制度などを与えるということは、神によって示されているアメリカ人の明白な運命であ
ると述べた。 
7 現在のアルゼンチンのこと。ブエノス・アイレスを中心とする独立派は、旧「リオ・デ・ラ・プラタ副
王領」を構成するウルグアイ、パラグア地域を含めて一つの国として独立することを意図していたが、ウ
ルグアイとの間ではライバル心が働き、1828 年にブラジルとアルゼンチンの緩衝地帯として独立した。
また先住民グアラニー族の国であるパラグアイは文化の違いがあって 1813 年に建国を宣言し、それぞれ
別の国になった。 

立主義」というより、ラテンアメリカに対す
る膨張・介入主義の色彩が濃厚になり、反発
を受けるようになる。 
 
5. イスパノアメリカの建国 

 

独立すると 9 カ国に 

独立したスペイン領アメリカの新生国は
単一国家にならず、植民地時代の副王領、総
督領、長官領などの行政区をベースに「現有
状態維持の原則」で国境線が引かれて、メキ
シコ、中米連邦共和国、グラン・コロンビア、
ペルー、ボリビア、チリ、南アメリカ諸州連
邦 7、ウルグアイ、パラグアイの 9カ国にな
った。それはスペイン領植民地が南北に広
大で、人種、文化など各地域の事情が大きく
異なり、バラバラに独立運動が起こったか
らである。ちなみに国境線を引く時に、先住
民のことは考慮されなかった。その後中米
連邦共和国が 1841年までに 5 カ国となり、
グラン・コロンビアは、1829 年にベネズエ
ラ議会が分離を決議したことを契機にコロ
ンビア、エクアドルの 3 カ国になり、1903
年にパナマが独立した。ちなみにキューバ
とプエルト・リコは 19 世紀末までスペイン
領のままであった。こうしてイスパノアメ
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リカを連邦・連合、政治同盟で連帯させると
いうシモン・ボリーバルの夢は実現しなか
った。 

 
新生国家は共和国に 

啓蒙主義者のドルバック男爵が人民の同
意を得ていない君主は退けることができる
と主張したように (クランストン  1989 
p.220)、啓蒙思想は君主に抵抗する権利を
イスパノアメリカの人々に気付かせたばか
りか、「絶対的な君主に服従する国民から、
為政者を自らの意思で選ぶ国民へ、つまり
市民国家への実現へとラテンアメリカを導
いた国家主権の概念」を教えた(アスティゲ
タ No.35 2000 p.78)。 
ところがクリオーリョが始めた新生国家

の建設は決して容易なことではなかった。
というのも、新たな指導者たちは、植民地時
代にスペインが持っていた支配権、正統性、
政治力を持っていなかったからである。独
立後の政治形態について、サン・マルティ
ン、イダルゴ、チリのオ’ヒギンスなど多く
の者が立憲君主制を考えていた。ところが
権威の拠り所にできる君主はどこにもいな
かった。明治維新の際に、国民の意思を収攬
するために、徳川幕府が「国家之御一大事」
として朝廷=天皇にまつりごとを奉還し、新
政府が国民の持っている危機意識を乗り越
えるために、統一国家のシンボルとして、万
世一系の天皇の権威に頼った(小路田 2005 
pp.1 & 19)のとは異なる。こうしたことで各
国は共和主義政治を選んだ(但しメキシコ
では 1822年から 1823年までイトゥルビデ
皇帝の帝政)。 

 
国家の理念、統治機構の枠組を決める憲法 

建国にあたってまず求められたのは、新
生国家の国家理念を明確にすることであっ
た。クリオーリョ達は憲法制定でそれを示
そうとした。 
新憲法の制定には、フランスの「人および

市民の権利宣言」、「アメリカ合衆国憲法」、
スペインの立憲君主制を定めた進歩的な内
容で知られる 1812 年憲法(いわゆる「カデ
ィス憲法」)が強く影響した(中川/矢谷 
1988 p.17)。特に米国の独立や憲法から多く
のことを学んだ(Davis 1972 p.36)。 
ベネズエラで議会が 1811年 12 月に制定

した「ベネズエラ諸州連邦憲法」、1814 年
10 月に「ヌエバ・エスパニャ副王領」でモ
レロスの「国民議会」が採択した「メキシコ
アメリカの自由のための憲法(通称アパチ
ンガン憲法)」(実際には未施行)、1819年 4
月にブエノス・アイレスで開催された議会
が採択した「南アメリカ諸州連邦憲法」は、
スペインからの独立と国家の主権を謳うと
ともに、主権在民、共和政、三権分立、国民
を代表する立法府の設置、立憲主義、自由、
平等、財産権など市民の権利の尊重などを
理念に謳った。 
これらの憲法は、実際には平等、公平な政

治参加など個々の権利を保障するという点
で多くの限界を持っていた。また憲法が実
効的であったとは言い難い。今日までしば
しば憲法の改廃が行われた。新憲法の制定
がクーデタなどで誕生した新政権の合法化
の手段として利用されたりしたこともある。
こうしたことからアメリカ合衆国憲法を模
範に起草された法的規範であっても、イス
パノアメリカでは憲法としての本来の役割
を果たさなかったと言えるかもしれない。 
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6. ブラジルの独立 

 
これまでスペイン領アメリカの独立につ

いて見てきた。ここからはポルトガル領ブ
ラジルの独立の話をする。ブラジルの場合
形の上では王室がナポレオン軍の侵攻によ
り祖国を追われ、その後皇帝が君臨する国
として独立した。それはあたかも植民地の
独立というよりポルトガルとの分離であっ
た。その結果ブラジルは政体の変化がなく、
大きな独立戦争も経験しなかった。またヨ
ーロッパ政治の荒波も余り受けなかった。
その一方でナポレオンのイベリア半島侵攻
が独立の契機になったことや独立後も植民
地時代の封建的な支配が続いたのはイスパ
ノアメリカと同じである。 

 
ポルトガルと植民地のブラジル 

[ 植民地からの金で繁栄したポルトガ
ル ]18世紀のポルトガルは、1693 年にミナ
ス・ジェライス地方で金が発見されたこと
でジョアン五世(治 1706-50)の時代に大い
に潤った。「大航海時代」にポルトガルに富
をもたらしたアジアとの貿易はオランダ、
英国などの新興国の侵食によって下降局面
になっていたが、王室はブラジルからの金
のおかげで豊かであった。 
ポルトガルは歴史的にフランスやスペイ

ンの脅威から英国との関係が深かった。両
国は 1373 年に英国のエドワード三世(治
1327-77)とポルトガルのドン・フェルナン
ド(治 1367-83)がスペインのカスティーリ
ヤと戦うために同盟を結んで以来の友好関

 
8 フランスとスペインに対抗するために結ばれた軍事条約とパッケージの 1703 年 12 月の「メシュエン条
約」は、そのインパクトの割には簡単な通商条約であった。 

係にあった。1386 年にはジョアン一世(治 
1385-1433)が最古の二国間同盟である「ウ
インザー条約」を結んだ。1580年から 60 年
間ポルトガルはスペインの支配を受けたが、
その後スペインの脅威に備えるために
1642 年に英国と友好通商条約に調印した。
1700 年にスペインがフランスと同じブル
ボン王朝なると英国とポルトガルの関係は
一層強くなった。1703 年 12 月に締結した
イギリス製毛織物などの輸入を許可する代
わりにポルトガルの主要輸出産品であるワ
インの課税を最大限フランスものの 3 分の
2 にすることを取り決める「メシュエン条
約」8は、両国の緊密な経済関係の象徴であ
った。その結果英国製の毛織物製品がポル
トガルに流入した。ブラジルの金を頼って
国内で産業を育成しなかったことから、植
民地向けに輸出される工業製品のほとんど
が英国製となり、その金の大半が英国に渡
った(毛利 1978 p257)。まさに英国にとっ
てポルトガルとの貿易は「金のなる木」であ
った。 
ところが 18 世紀後半にはブラジルの金

の生産量が下降し始めたことから、富が簡
単に手に入る時代は終わりを告げた。そう
した中でポルトガルの植民地支配を揺るが
し、ブラジルで独立の先駆けとなるような
出来事が幾つか起こった。主な事件として
は「ミナスの陰謀」と「バイアの陰謀」が重
要である。 

[ 独立の狼煙、「ミナスの陰謀」]王室は
マリア一世(治 1777-16)の時代に金生産量
の下降で困るようになった。1788 年にバル
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バセナ子爵が金にかかる「キント税」に加
え、年間一定量(100 アロバ=1470 キロ)の
基準に達しない場合は不足分を人頭税とし
て課税するという「デラマ制度」を厳格に運
用するようにとの命を受けてミナス・ジェ
ライスの「カピタニア」長官として赴任して
きた。するとコインブラ大学などの留学先
で啓蒙思想の影響を受けていた上層階級は、
1788 年末から共和国の宣言、国会・各都市
に議会の創設、工業の振興、鉄鉱山の開発等
を求めて謀議を始めた。しかしこの「ミナス
の陰謀」は 1789 年 3 月に密告で首謀者達
が捕縛されて終った。ジョアキン・ジョゼ・
ダ・シルヴァ・シャヴィエル(通称ティラデ
ンテス[歯抜き医の意])はリオで裁判にか
けられ、1792 年 4 月に「反乱によって、(ブ
ラジル)副王領からミナスのカピタニアを
分離・分断し、独立した共和国を形成」しよ
うとした罪 9で(歴史学研究会 2008 p.214)
絞首刑になった。 

[「バイアの反乱」]ブラジルにはカリブ
海地域以上にアフリカ奴隷が輸入された。
奴隷の反乱はポルトガル王室とブラジルの
支配階級にとって常に頭の痛い問題であっ
た。1791年に始まった仏領サン・ドマング
の奴隷の反乱はブラジルにも影響を与え、
1798 年 8 月にバイアで黒人、ムラトなど底
辺であえぐ民衆が首謀者となって革命の気
運が高まり、バイアの独立、共和制の樹立、
万民の平等、奴隷制の廃止、独占の廃止、貿
易の自由を主張して反乱を起こした。この
反乱はすぐさまポルトガル国王軍によって

 
9 判決は、陰謀がポルトガルの圧政に対する反乱ではなく、独立運動であったと断定している。その結果
この「ミナスの陰謀」は、帝政が終わって共和国になってから、反植民地主義の始まりとして評価され
る。今日ティラデンテスは殉教者として神話化され、4 月 21 日はブラジルの祝日である。 

鎮圧された。 
 
ブラジルが独立する前夜のポルトガル 

[ ナポレオン軍の侵攻 ]さてこれから
ブラジルが独立した時の話をしよう。スペ
インの植民地体制が崩壊するきっかけにな
ったのがナポレオンのスペイン占領であっ
たとするならば、ブラジルの独立の契機に
なったのもナポレオンであった。 
ナポレオンは英国を経済封鎖しようと、

1806年 11 月に「ベルリン勅令」を出した。
その時にポルトガルが大陸封鎖の破れとな
っていたことから、1807 年 7月に港を閉じ
英国との通商を停止すること、ポルトガル
に住む英国人の身柄を拘束し財産の没収す
ることを要求した(Robertson 1939 p.18)。
この難題に王室は、英国と伝統的な同盟を
維持するか(それはナポレオン軍の侵入を
意味)、またはフランスと同盟を結ぶか(そ
の場合英国と海戦やブラジルとの通商を失
うことを意味)という難しい選択を迫られ
た。マリア一世の摂政の任にあったドン・ジ
ョアンは苦悩の末ナポレオンの要求を拒否
し英国の側につく道を選んだ。 
 そのことを知ったナポレオンは 1807 年
10月にスペインとの間でポルトガルとその
植民地を両国で分け合う「フォンテーヌブ
ロー条約」を結び (バーミンガム  2002 
p.144)、ジュノー軍をリスボンに向けて送
った。この国家存亡の危機に摂政のドン・ジ
ョアンはリスボン占領直前の 11 月 25 日に
貴族・高級官僚・大商人等一万人以上を引き
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連れ、英海軍に守られてブラジルに船出す
るという離れ業を行った。一行は 1808 年 1
月にブラジル北東部にある旧首府サルヴァ
ドールに一旦寄港し、その後リオ・デ・ジャ
ネイロに向け航海を続けた。 

[ 王室がブラジルへ移る意味 ]王室に
してみれば、リオへ移るのは平和が回復さ
れるまでの一時的緊急避難であった。とこ
ろが国王がブラジルにやってくると、どち
らが本国なのか分からないような状態にな
った。その上いつ本国に帰還できるのか見
通しがたたない中で、ブラジルは豊かであ
ったことから、その経済資源と植民地の政
治的支援に依拠せざるを得なかった(高橋/
網野 1997 p.324)。他方ブラジルにしてみ
ればポルトガル王室が移転してくるのは、
本国と一体化が進み植民地の地位を脱する
ことを意味し歓迎すべきことであった。と
いうのも王室がブラジルに移ってきて自由
な貿易ができるようになったからである。
また当時ブラジルは近代国家として何らの
機能、条件も備えておらず、本国から工業の
振興が禁ぜられ、大学の設置が認められず、
新聞や書物の発行も許されていなかった。
ところが王室がブラジルに移ることによっ
て、行政機構の整備、軍の組織、学校・病院・
銀行の設立、新聞の発行、書籍の輸入・印刷、
工業の振興などが行われ、リオ、サンパウ
ロ、ミナスを中心に大きく発展することに
なった。 

[ 深まるブラジルと英国の経済関係 ]
英国は王室のブラジル移転を助けたことで
貿易上の優先的地位を築いた。1808 年 1月
にドン・ジョアンはサルヴァドールで助け

 
10 具体的には英国のこと 

てもらった代償としてブラジルを開港し
「王室と友好関係にある諸国 10の船舶によ
って輸送」された商品の輸入を認める勅令
を発布した。それまでブラジルを出る船は
一旦ポルトガルに行きそこで税を払ってい
たが、その後は自由に各地へ輸出できるこ
とになった。それは本国の貿易独占から解
放された現地の砂糖・綿花輸出業者の要望
でもあった。その後英国は 1810 年 2 月に
英国との間で通商航海条約を締結した
(1844 年 11 月失効)。この条約によって英
国はポルトガル船による輸入品に対する課
税の 16%よりも低い 15%の課税で自国製
品をブラジルに輸出することができた(但
し 1816 年にポルトガル製品の関税も 15%
に。他の国は 24%)。こうして英国はブラジ
ルを足がかりに自国製品をスペイン領アメ
リカ市場にも輸出した。 

[ 帰国したがらない国王 ]「ウィーン会
議」後ポルトガルはイギリス軍が国政を牛
耳り、植民地ブラジルの開港によって貿易
の独占を失い、深刻な経済的打撃を受けた。
にもかかわらず摂政のドン・ジョアンは依
然としてリオに留まったままであった。ド
ン・ジョアンは、1815 年 12 月にポルトガ
ル領アメリカをブラジル に昇格させるた
めに国名を「ポルトガル・ブラジル・アルガ
ルヴェ連合王国」に改称した。カピタニア制
は廃止され、ヨーロッパ式に州(プロヴィン
シア)制になった。1816 年 3 月にマリア一
世が没すると、ドン・ジョアンは連合王国の
ジョアン六世(治 1816-26)となり、リオで戴
冠式を挙げた。 

[ 漸くジョアン六世が帰国の途に ]ジ
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ョアン六世がブラジルに残ったままで、ポ
ルトガルの政治経済状況が一向に好転しな
い中で、1820 年 4 月にスペインで自由主義
者達が政権の中枢に座るという出来事があ
った。それに触発されてジョアン六世の無
策に不満な憲政派の商業ブルジョワジーと
軍将校達が 1820 年 8 月にポルトで英国の
占領に抗議する自由主義的な「革命宣言」を
出し、臨時政府の樹立と制憲議会の招集を
呼び掛けた。この動きは首都リスボンにも
飛び火し、9月に「臨時評議会」が設置され
た。 

1821年 1 月に国民議会「コルテス・ジェ
ライス」が 140 年ぶりに招集された。国王
がブラジルに居を構えている限り、まるで
本国の方が植民地状態になっていることに
不満であった。他方ブラジルではジョアン
六世の帰国の是非や憲政制度を巡って意見
の対立が激しくなっていた。国王はポルト
ガルの政治が自分の手から離れて動いてい
くことを懸念し、漸く皇太子のドン・ペドロ
を摂政として残して帰還を決意し、1821年
4 月にリスボンに向け帰国の途についた。 

 
結局ブラジルは独立することに 

[ 再植民地化に動く本国 ]すると 1821
年 6 月に軍がリオで反乱を起こし、摂政の
ドン・ペドロにポルトガルの「コルテス・ジ
ェライス」への忠誠を誓わせようとする動
きに出た。またコルテスはブラジルの各プ
ロヴィンシアに土地の有力者から成る「自
治委員会」を設立するなど、味方に引き込む
工作を始めた。それはリオが持っていた地
位が脅かすことで(Barman 1988 pp.74-75)、
ドン・ペドロにとっても困った事態であっ
た。 

これに対しジョゼ・ボニファシオ等の「ル
ゾ・ブラジルグループ」と呼ばれた啓蒙主義
者達はポルトガルとブラジルの連邦制度を
主張した。アメリカの独立およびフランス
革命から思想的影響を受け、ブラジルの自
治・独立を主張する「急進派」と呼ばれたグ
ループも台頭した。彼らは王室を中心とす
るブラジル人による統治を望んだ(Barman 
1988 pp.76-78)。両グループとも本国によ
る再植民地化には反対する点で一致してい
た。 
ブラジルでポルトガルと別れようとする

考えが強まる中で、1821 年 9月に本国のコ
ルテスは、新憲法ができるまでの行政機構
として、ブラジルの各プロヴィンシアにリ
スボンが指名する軍司令官が指揮する「臨
時自治委員会」を設置するばかりか、ドン・
ペドロの「リオ政府」の地位のはく奪し、帰
国を命ずるという二法を採択した。これら
の法は実質的にブラジルを再植民地化する
もので、その報が 12 月にリオに届くと、ブ
ラジルの独立と自分達の利益が侵害される
ことに対し「急進派」グループのみならず
「ルゾ・ブラジルグループ」からも強い反発
の声が出て、ドン・ペドロがコルテスに従わ
ずにブラジルに残ることを支持する声が朝
野で巻きあがった(Barman 1988 pp.81-83)。 

[ ドン・ペドロの「フィコ宣言」]ドン・
ペドロは度重なる本国からの帰国命令に大
いに苦悩するが、次第にブラジル人の声に
耳を傾けるようになり、1822 年 1月に自分
は国王としてブラジルに「フィコ(余は残
る)」と答えた。そしてジョゼ・ボニファシ
オを内相・外相に任命して内閣を組織させ、
駐留していたポルトガル兵を撤退させた。
ジョゼ・ボニファシオは、植民地のステータ
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スのままに置いて自由な商業活動を妨害し
ようとする本国に抵抗するなどポルトガル
の干渉を排除するように努めた。ところが
次第に独立を求める「急進派」の力が強まっ
た。本国ではブラジルのこの動きに不信感
を強めた。5 月にリオの市議会がドン・ペド
ロに本国の「コルテス・ジェライス」とは別
の制憲議会の招集を要請した。6 月には 14
州の代表からなる制憲議会を招集する政令
が発布され、同議会が今後のブラジルの君
主体制を構築する任務を担うことになった
(Barman 1988 pp.93-94)。 

[「イピランガの叫び」]ところがドン・
ペドロがリオを留守にしていた時に、「摂政
皇太子の布告を無効としたうえで、再び摂
政皇太子のリスボン帰還を決定し、閣僚た
ちを裏切り者と非難する」命令書が本国か
ら届くと(ファウスト 2008 p.108)、その知
らせを手にしたドン・ペドロは、1822 年 9
月 7 日にサントスのイピランガ川の近くの
丘で独立の叫びを発した。これが有名な「イ
ピランガの叫び」と呼ばれるものでブラジ
ル独立宣言である。そして 1822 年 12 月に
ドン・ペドロは初代皇帝ペドロ一世として
戴冠した。 

[ 分離という形で独立 ]こうしてブラ
ジルの独立は、スペイン領アメリカで見ら
れたような長く厳しい武力闘争もなく、ま
た本国からの軍事干渉を受けることもなく、
本国とドン・ペドロとの政治的駆け引きの
中で達成された。それは植民地の独立とい
うよりも王室の分離であった。 

そのことによってブラジルは単一の立
憲君主国として広大な国土を維持できた。

 
11 この言葉の出展である『新約聖書』マタイ伝では、“新しき葡萄酒は新しき革袋に入れ”る、になってい

というのも、リオに移転してきた王室の権
威が正統性の証としてブラジル社会の中で
求心的な役割を果たしたこと、皇帝の軍が
国内の反乱を力で抑えつけて統一国家の維
持に努めたからである。地方の有力者たち
も、奴隷制度を維持したいと考えており、絶
対的服従を求める本国よりもある程度の自
治を容認する新皇帝の方が望ましいと考え
た。そしてブラジルは短期間皇帝を抱いた
メキシコやハイチを除けばラテンアメリカ
で唯一の立憲君主国になった。 
 
おわりに 

 
この論稿を締めくくるにあたり、イスパ

ノアメリカの独立が「環大西洋革命」の一環
であったとの見方について考えてみたい。 

 
憲法で啓蒙思想の理念を定礎 

各地で出された独立宣言を読むと、アメ
リカ合衆国の「独立宣言」と異なり、啓蒙思
想の理念は書かれていない。そこには、植民
地人が独立に立ちあがる理由として、国王
が不在になった時に統治権は人民に返され
るというスペインの伝統的な考え方や「摂
政政府」が植民地の人民を代表していない
ので植民地も本国人と同様に政府を樹立し、
独立する権利があると述べているだけであ
る。啓蒙思想の理念が形となって姿を現ら
わすのは新憲法を制定した時である。憲法
の中でフランスの啓蒙主義者たちが提唱し
た人民主権と自由、平等、財産権、共和政、
三権分立、すなわち民主主義の概念を謳っ
た。 “新しい革袋に新しい酒を盛った”11の
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である。 
 
独立は「環大西洋革命」の一つか 

確かにこの独立はフランス革命とアメリ
カ合衆国の独立と同様に絶対王政に対する
革命、腐敗したヨーロッパからの独立とい
う意味で、形の上では似ているように見え
る。だが「環大西洋革命」の一つであったか
を決めるのはその中味であろう。誰が革命
の主体で、政治経済社会にどのような改革
をもたらしたかを見る必要がある。 
日本ではフランス革命が王権に対する貴

族の反抗に始まって、ブルジョワジー、都市
の民衆、農民という第三身分が経済苦から
革命に参加し、人権宣言を採択し、アンシャ
ン・レジーム下にあった聖職者・貴族の特権
階級を倒して自分達の政治支配を確立した
という「フランス革命=ブルジョワ革命説」
が有力である(服部/谷川 1993 pp.49-50)。
そして絶対王政が解体されたことにより、
市民的平等と国民代表制とにもとづくブル
ジョワ的共和政の道が開かれ、私的所有権
の絶対性と経済活動の自由を確立し、ナポ
レオンの時代を通じて資本主義が全面展開
できる法的・前提条件がつくりだされたと
解釈されている(服部/谷川 1993 pp.72-73)。 
他方アメリカ合衆国の独立の場合はどう

か。ここでは 17 世紀に植民地ができた時、
国王から特定の貴族や企業家に特許状が与
えられただけで、建設自体は政府の事業と
して行われなかった(有賀 1987 p.110)。13
植民地の社会は、植民が始まった時からイ
ギリス臣民としての自由、植民地代議会に
よる自治を持つなど自由民主的な雰囲気が

 
る。なお新しき葡萄酒はユダヤ教に代わるキリスト教の教えをさしている。 

あった。ところが「七年戦争(1756-1763)」
の終結とともにイギリスの統制と課税強化
をきっかけに人間生得の自然権を根拠とし
てアメリカ人の自由を求めて独立闘争が始
まった(名古 1992 pp.43-44)。18 世紀の急
速な経済発展によって中流の有権者層が拡
大し、彼らが地方自治体の指導層になり、腐
敗した旧世界の伝統とは違う自由・平等な
どの基本的価値に基づく共和主義、民主主
義、自由主義を国家理念とした(名古 1992 
p.271)。憲法で連邦制の共和国、人民主権、
立憲主義、三権分立、二院制、民主政治、私
権の尊重、(修正条項の中で)市民の自由を
尊重する権利のなどの普遍的理念が謳われ
「アメリカ共和国」になった。アメリカ合衆
国はもともとアンシャン・レジーム的体制
がなかったことから、フランス革命と比べ
ると社会革命としての要素は乏しかった
(有賀 1987 pp.130-131)。 

 
道半ばに終わったラテンアメリカの独立革命 

それではイスパノアメリカの独立の場合
はどうであったか。専制・貴族政治や旧世界
の旧習から自由を達成しようとする点では
同じであった。ところが違っていたのは、フ
ランスの聖職者・貴族の特権階級に相当す
るペニンスラールが独立によって追い出さ
れ、その後に準支配階層にあったクリオー
リョが政治の舞台に座ったことである。中
産階級や産業の発展を担うブルジョワジー
は育っていなかった。国民の太宗を占める
メスティソ、先住民、有色人種、奴隷は、独
立闘争に参加しても将棋の“歩”的存在で、
うまく使われただけで、独立後に地位が上
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ることも、豊かになることもなかった。憲法
ができても高邁な道徳性は謳われておらず、
法が尊重される民主的な国、公正な社会に
ならなかった。植民地時代からの旧弊や封
建主義が根強く残った。クリオーリョ層は
先住民、有色人種、奴隷のために改革を進め
る気もなかった。つまり独立は植民地時代
のエリート層内部の権力闘争という政治的
な出来事であった(ギブソン 1981 p.226)。 
そこでイスパノアメリカでは、民主政治、

キリスト教からの政治の独立、信仰の自由
12、農民と奴隷解放、農地改革、貧富の格差
の是正、国内産業の育成、科学や技術の普
及、社会意識の近代化などの解決にはその
後も長い時間を要した。孤高の「解放者」シ
モン・ボリーバルは、1830 年 12 月にカリ
ブ海のサンタ・マルタの農園で死を間近に

して、ラテンアメリカの政治統合と経済社
会改革の夢がカウディリョや伝統的支配層
の抵抗により挫折していたことに気付き、
自分がしたのは海を鋤で耕すようなもので
あった(サルセド=バスタルド 1986 p.115)
と吐露した。 
ちなみにブラジルの場合はどうであった

か。この国の独立は王朝の分離という形の
宮廷革命であったことから、多くの皇帝側
近や貴族、官僚、ポルトガル人の大商人達が
ブラジルに残った。その結果植民地時代の
ままの体制が温存された。奴隷制度も 1888
年まで続いた。ボリス・ファウストも「独立
はブラジルの社会・経済秩序や統治体制に
たいした変化をもたらさなかった」と述べ
ている(ファウスト 2008 p.115)。  

  

 
12 ヨーロッパでは国教の廃止まで長くかかった。信教の自由が認められても、政教の分離が実現したの
はそんなに昔のことではない。フランスでは 1905 年の政教分離法、イタリアでは 1929 年の「ラテラノ
和解」の成立によってである。ドイツでは 1886 年まで政教の覇権争いが続いた。ローマ教会が宗教・信
教の自由を承認するのは 1963 年のヨハネス二三世の回勅「バーチェム・イン・テリース」においであっ
た(名古 1992  pp.94-95)。 
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